
『就活虎の穴2023』

～最終回 ８回目／８回シリーズ～

働きやすい風土 労働施策総合推進法

職場のハラスメント対策の義務



■若者雇用促進法が求める職場のハラスメント対策について知る

■労働施策総合推進法を知る

■学卒新人の働きやすい風土の実現に重要な
『職場のハラスメント対策』の状況を確認する方法を知ろう

※講演で用いた資料はデータで提供します。

■労働施策総合推進法が定める職場のハラスメント対策における
労使双方の責務を知る

■職場のハラスメント問題ついて知る



職場のハラスメント問題について知る

【ハラスメント】 相手が不快と思う言動行動のすべて

【職場のハラスメント】
職場環境や業務遂行を害する言動行動
＜４つのレベル区分＞

❒１．刑事罰の対象となる（罰金、禁錮）
❒２．民事罰の対象となる（損賠賠償、慰謝料）
❒３．就業規則の制裁等の対象となる

企業ごとのルール（訓戒、出勤停止、減俸、懲戒解雇）
❒４．何らお咎めが無い

企業ごとのルール（注意喚起）

法律違反

法律違反

ルール違反

マナー違反



職場のハラスメント問題について知る

【労働基準監督署】 企業に労働基準法を遵守させる
＜民事不介入の原則＞
職場のハラスメントで言うと、
・法で定める定義に該当する事案だけを取り扱う

【労働局】 労働問題、労働紛争の防止を 支援する
職場のハラスメントで言うと、
・法で定める定義に該当する事案を取り扱う
・法で定める定義に該当しない事案＝マナー違反等
であっても注意指導や支援を行う

下
位

上
位



職場のハラスメント問題について知る

令和３年度 総合労働相談件数 １２４万２，５７９件

・労働基準法等の違反の疑いがあるもの １７万７０件

・民事上の個別労働紛争相談 ２８万４，１３９件

＜内訳＞

１位 いじめ、嫌がらせ：８６，０３４件

２位 自己都合退職：４５，５０１件

３位 解雇：３３，１８９件



職場のハラスメント問題について知る

令和３年度 総合労働相談件数 １２４万２，５７９件

・労働基準法等の違反の疑いがあるもの １７万７０件

・民事上の個別労働紛争相談 ２８万４，１３９件
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セクハラ・マタハラ

パワハラ



職場のハラスメント問題について知る

令和３年度 精神障害の出来事別決定及び支給決定件数一覧

出来事上位の名称と件数 ※（）内は令和２年度

１．上司とのトラブル：４５１（３８８）

２．パワハラ：２４２（１８０）

３．仕事の大きな変化：１８３（１９０） ★コロナ

４．暴行、酷いいじめや嫌がらせ：１２６（１２８）

５．悲惨な事故や災害の体験：１００（１２０）

６．同僚とのトラブル：１１８（８９）

７．セクハラ：９７（９０）

８．重度なケガや病気：８９（１２７） ★コロナ



職場のハラスメント問題について知る

令和３年度 精神障害の出来事別決定及び支給決定件数一覧

出来事上位の名称と件数 ※（）内は令和２年度

１．上司とのトラブル：４５１（３８８）

２．パワハラ：２４２（１８０）

３．仕事の大きな変化：１８３（１９０） ★コロナ
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若者雇用促進法が求める職場のハラスメント対策について知る

求人不受理の対象となる規定（具体的な対象事項）

職場のハラスメントと関係がある規定

１．過重労働の制限などに対する規定

●強制労働の禁止
●労働時間
●休憩・休日・有給休暇

２．仕事と育児等の両立等に関する規定

●出産等を理由とする不利益取扱の禁止等
●妊娠中、出産後の健康管理措置
●育児休業・介護休業の、申出があった場合の義務、

不利益取扱の禁止等
●所定外労働時間等の制限
●性別を理由とする差別の禁止、セクハラ等



若者雇用促進法が求める職場のハラスメント対策について知る
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労働施策総合推進法を知る

【労働施策総合推進法】 時代が求める労働制度の実現

●労働時間の短縮等の労働環境の整備
★職場のハラスメント対策及び多様性を受入る環境整備

●雇用形態又は就業形態の異なる労働者間の均衡のとれた待遇の確保、
多様な就業形態の普及及び雇用・就業形態の改善

●多様な人材の活躍促進
●育児・介護又は治療と仕事の両立支援
●人的資本の質の向上と職業能力評価の充実
●転職・再就職支援、職業紹介等に関する施策の充実
●働き方改革の円滑な実施に向けた取組
●商慣行の見直しや取引環境の改善など下請取引対策の強化
●労働条件の改善に向けた生産性の向上支援
●学校段階における職業意識の啓発、労働関係法令に関する教育の推進

働き方改革関連法の「基」となる法令

インターンシップ等
高校生対象教育



労働施策総合推進法が定める職場のハラスメント対策における労使双方の責務を知る

＜事業主の責務＞

❒職場のハラスメントを禁止することとハラスメント問題
に対する労働者の関心と理解を深める

❒ビジネスマナーやビジネスコミュニケーションの教育
 訓練を行う
❒経営者や経営幹部がハラスメント問題に関する関心

と理解を深め、ビジネスマナーやビジネスコミュニケー
ションを発揮する

＜労働者の責務＞

❒ハラスメント問題に対する関心と理解を深め、ビジネ
スマナーやビジネスコミュニケーションを発揮する

❒事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力する



学卒新人の働きやすい風土の実現に重要な『職場のハラスメント対策』の状況を確認する方法を知ろう

■青少年雇用情報は、キャリアセンター、又は、ハローワークを通じて確認する
※青少年雇用情報シート ２職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況

①研修の有無及びその内容にハラスメントに関する研修の記載がある会社は◎
記載が無い場合には、キャリセンやハロワに問い合わせをして頂き、確認します。

■企業公式HPを通じて確認する
※厚労省は、事業主名で「ハラスメントは許しません！」のような宣言を公式HPに掲載する

ことを具体的に講ずべき措置として指導していますので、公式HPを確認しましょう。

■企業説明会や職場見学会、インターンシップ、OBOG訪問を通じて確認する
※厚労省は、『相談窓口の設置』『教育訓練の実施』『原因や背景となる要因の解消』を

具体的に講ずべき措置として指導していますので、これらについて会場等質問やアンケート
などを通じて質問、確認をしましょう。

■学生を対象とした案内等を通じて確認する
※厚労省は、就活生に対して、オワハラやセクハラを中心としたハラスメントの一切をしない

主旨の誓約文等の提示や学生と接する際のルール等の提示を指導していますので、送付
物などに同封や記載があるかを確認しましょう。



『就活虎の穴2023』

～質疑応答、意見交換～

今後、就活に必須の人生設計メソッド、等の公開講座を計画中

働きやすい風土 労働施策総合推進法
職場のハラスメント対策の義務



『就活虎の穴2023』

～就活の全体像・ダイバーシティの重要性～

今後、就活に必須の人生設計メソッド、等の公開講座を計画中

働きやすい風土 労働施策総合推進法
職場のハラスメント対策の義務



就活の全体像

リクナビ就活準備ガイド https://job.rikunabi.com/contents/howto/10144/

【一般フロー】

１．卒業年度前々年６月：就活準備期間
自己分析／業界研究／OBOG訪問／インターンシップ
エントリーシートの準備／面接試験の準備

２．卒業年度前年３月：企業説明会開始
３．卒業年度前年６月：選考開始、順次内々定
４．卒業年度前年９月：内定（１０月１日、内定式）



就活の全体像

【自己分析＝ライフデザイン】

１．自分が大切にしたい【ヒト】【コト】【モノ】【場所】などを
可視化する＝価値観の把握

２．自分が大切にしたい【ヒト】【コト】【モノ】【場所】などを
大切にする内容や方法を具体的にする

３．２．に必要な条件、特に【カネ】【時間】を試算する

４．●歳の自分の成りたい姿、ありたい姿を５年単位で
想像し、計画表として作成する

５．４．の実現に有効な業種や仕事を調査・研究する

新入社員研修用ライフデザインシート
ご希望者にプレゼントします！



就活の全体像

【自己分析＝ライフデザイン】

１．自分が大切にしたい【ヒト】【コト】【モノ】【場所】などを
可視化する＝価値観の把握

２．自分が大切にしたい【ヒト】【コト】【モノ】【場所】などを
大切にする内容や方法を具体的にする

３．２．に必要な条件、特に【カネ】【時間】を試算する

４．●歳の自分の成りたい姿、ありたい姿を５年単位で
想像し、計画表として作成する

５．４．の実現に有効な業種や仕事を調査・研究する

新入社員研修用ライフデザインシート
ご希望者にプレゼントします！

すべての人が
自分の価値観を大切にして＝個々の尊重＝多様性の受容
生きる為に働くことができる＝人事労務管理の構築・運用

この取組を【ダイバーシティ・マネジメント】と言います。

学卒新人が働きやすい企業とは
ダイバーシティ・マネジメントを推進している企業です！


